
 

ECO-TOPプログラム認定要綱 新旧対照表（案） 

 

改正案 現行 

（認定の申請） 

第２条 認定を受けようとする大学等（以下「申請校」という。）は、ＥＣＯ-Ｔ

ＯＰプログラムの課程認定申請書（様式第１号）のほか、次に掲げる書類を添

えて東京都知事（以下「知事」という。）に提出しなければならない。 

(１) 認定を受けようとする大学等の学科等の概要（様式第２号) 

(２) 認定を受けようとする教育課程及び教員に関する次の書類 

ア 認定を受けようとする教育課程及び教員組織(様式第 3-1 号) 

イ 認定を受けようとする教育課程の教員プロフィール(参考様式第 1号) 

（認定の申請） 

第２条 認定を受けようとする大学等（以下「申請校」という。）は、ＥＣＯ-Ｔ

ＯＰプログラムの課程認定申請書（様式第１号）のほか、次に掲げる書類を添

えて東京都知事（以下「知事」という。）に提出しなければならない。 

(１) 認定を受けようとする大学等の学科等の概要（様式第２号) 

(２) 認定を受けようとする教育課程及び教員に関する次の書類 

ア 認定を受けようとする教育課程及び教員組織(様式第 3-1 号) 

イ 認定を受けようとする教育課程の教員プロフィール(様式第 3-2 号) 

 

ECO-TOPプログラム認定審査基準 新旧対照表（案） 

 

改正案 現行 

第７条 教員組織 

（教員のプロフィール） 

ECO-TOPプログラムを担当する教員については、常勤・非常勤を問わず各人の

学歴、職歴、職名、学部、担当授業科目等を記した書類を東京都へ提出するこ

ととする。 

第７条 教員組織 

（教員のプロフィール） 

ECO-TOPプログラムを担当する教員については、常勤・非常勤を問わず各人の

略歴及び職名、専攻、担当授業科目、週当たり担当時間数等を記した書類を東

京都へ提出することとする。 

 

資料２－３ 


